
加入電話の設備構成と料金の範囲
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・加入者線路設備に係る費用
・加入者交換機等の加入者対応設備に係る費用（加入者ポート等のNTSコスト＊）
・通話の多寡に係らない営業窓口、 料金関係費用等

＊NTSコスト：Non-Traffic Sensitive Costの略。交換機等の費用のうち、通信量に依存しない費用（回線数の増減に依存する費用）です。従来は接続料金（通話料金）で回収していましたが、2005年度
以降、段階的に接続料費用から基本料費用に付け替えています。なお、このコストの内、き線点RT（メタルケーブルに収容する電話等の通信を加入者交換機まで光ファイバーで伝送するた
めの多重化装置）から加入者交換機間の伝送路の一部費用については、2008年度より基本料費用から段階的に接続料費用に付け替えています。（2011年度以降は全額付け替え）

通話料金

・交換網設備に係る費用
・通話に関連するトラヒック管理費用等
  （NTSコスト＊は除く）
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